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《国の立法原則》 

自治法 2条 11 項 

地方公共団体に関する法令の規

定は、地方自治の本旨に基づき、

かつ、国と地方公共団体との適

切な役割分担を踏まえたもので

なければならない 

市町村 
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都道府県 
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【論点１】 
国法と自治立法の関係 

について 

【論点２】 

道州条例と市町村条例の

関係について 

憲法 94 条 

 地方公共団体は法律の

範囲内で条例を制定 

 

自治法 14 条 1 項 

 地方公共団体は法令に

反しない限りにおいて

条例を制定 

条

例

制

定

権

の

拡

充 

市町村 

条例 

道州 

条例 

市町村 

条例 

 

道州条例 

 

 

市町村条例 

愛知県提出資料


